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別紙 2     

介護老人保健施設ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ 

及び 

介護老人保健施設ＬＡ・ＬＡ・ＬＡユニット型 

重要事項説明書 

（令和 7年 4月 1日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等          

・施設名        介護老人保健施設 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ 

・開設年月日      平成２年２月２８日 

・所在地        半田市更生町一丁目１２３－１３ 

・電話番号       ０５６９－２４－０１１１ 

・ＦＡＸ番号      ０５６９－２４－３６２２ 

・管理者名       施設長  松前 秀和 

・介護保険指定番号   介護老人保健施設（２３５２４８０００４号）      

（１-１）施設の名称等          

・施設名        介護老人保健施設 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡユニット型 

・開設年月日      平成２６年４月１日 

・所在地        半田市更生町一丁目１２３－１３ 

・電話番号       ０５６９－２４－０１１１ 

・ＦＡＸ番号      ０５６９－２４－３６２２ 

・管理者名       施設長  松前 秀和 

・介護保険指定番号   介護老人保健施設（２３５２４８００４６号）      

（２）目的と運営方針 

［目的］ 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生

活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を

営むことができるようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること

を目的とした施設です。 

この目的に沿って当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた

上でご利用ください。 

［運営方針］ 

 Ⅰ 施設運営方針 

   全職員の協働意思のもと入所者に対して安心と満足を与え、家庭復帰の通過施設として 

の役割を果たす。 

 Ⅱ 入所者の処遇  

入所者を１人の個性ある存在と認め、人と人との触れ合いを通じながら自立に向かうよう援

助する。 

（３）介護老人保健施設 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ 職員体制 

 職員数 夜 間 業務内容 

・医  師 1 名以上  入所者の病状等の把握・管理 

・看護職員 7.7 名以上 1 病状・心身の状況に応じた看護 

・薬剤師 1 名以上  医薬品の管理･調剤 

・介護職員 19.3 名以上 2 自立の支援、日常生活の充実 
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・支援相談員 1 名以上  入所者に対しての相談援助 

・理学療法士   入所者に対しての機能訓練 

・作業療法士   入所者に対しての機能訓練 

・言語聴覚士 0.8 名以上  入所者に対しての機能訓練 

・管理栄養士又は 

 栄養士 
1 名以上  入所者の食事･栄養の管理 

・介護支援専門員 1 名以上  サービス計画の立案 

・事務職員 1 名以上  事務処理 

・その他 1 名以上  施設内の整備等 

（３-１）介護老人保健施設 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡユニット型 職員体制 

 職員数 夜 間 業務内容 

・医  師 1 名以上  入所者の病状等の把握・管理 

・看護職員 1.7 名以上  病状・心身の状況に応じた看護 

・薬剤師 1 名以上  医薬品の管理･調剤 

・介護職員 5.3 名以上 １ 自立の支援、日常生活の充実 

・支援相談員 1 名以上  入所者に対しての相談援助 

・理学療法士     入所者に対しての機能訓練 

・作業療法士     入所者に対しての機能訓練 

・言語聴覚士 0.2 名以上  入所者に対しての機能訓練 

・管理栄養士又は 

 栄養士 
1 名以上  入所者の食事･栄養の管理 

・介護支援専門員 1 名以上  サービス計画の立案 

・事務職員 1 名以上  事務処理 

・その他     施設内の整備等 

（４）入所定員等    

介護老人保健施設 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ      ・定員 ８０名 

・療養室４人室 １６室、２人室 ８室 

（４-１）入所定員等   

介護老人保健施設 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡユニット型 ・定員 ２０名 

・ユニット型個室 ２０室 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

    朝食   ７時００分～ ８時００分 

    昼食 １２時００分～１３時００分 

    夕食 １８時００分～１９時００分 

③ 入浴（一般浴槽のほか、入浴に介助を要する入所者には特殊浴槽で対応します。入所者は、週に

２回程度ご利用いただきます。但し、入所者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス（退所時の支援も行います。） 

⑧ 理美容サービス（月１回実施しますのでご希望の方は申し出てください。） 

⑨ 行政手続代行 

⑩ その他 

＊これらのサービスのなかには、入所者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあ

りますので、該当する方は、個別にご相談させていただきます。 
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３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、入所者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名 称         中野整形外科      

  ・住 所         半田市更生町二丁目１５０－５          

  ・名 称         地方独立行政法人 知多半島総合医療機構 

               知多半島総合医療センター      

  ・住 所         半田市横山町１９２番地            

・協力歯科医療機関    

  ・名 称         みんなの歯医者さん 

  ・住 所         常滑市虹の丘３丁目１５２ カインズモール常滑１F 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、利用者及び保証人が指定する者に対し緊急に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・面会時間を厳守してください 

・外出・外泊時は、事前にご連絡いただき、時間を厳守してください 

・飲酒・喫煙・火気の取り扱いは禁止しております 

・設備・備品の取扱いにご注意いただき、破損等が生じた場合は賠償していただきます 

・必要なもの以外（備品・食べ物等）の持ち込みはお断りしております（紛失等の責任は負いません） 

・金銭・貴重品の持ち込みはお断りしております（紛失等の責任は負いません） 

・外出・外泊時に他の病院受診はご遠慮ください 

・宗教活動は禁止しております 

・ペットの持ち込みはできません 

・リスク管理のもと部屋替えを行います 

・他利用者への迷惑行為は禁止しております 

 

５．契約の解除条件 

当施設は、利用者及び保証人に対し、次のいずれかの場合には利用を解除・終了します。 

・利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

・当施設において定期的に実施されるサービス担当者会議等において、退所して居宅において生活が

できると判断された場合 

・利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切なサービスの提供を超えると判断され

た場合 

・利用者及び代理人が、本約款に定める利用料金を３ヶ月分以上滞納し、その支払を督促したにもか

かわらず２０日間以内に支払われない場合 

・利用者が、当施設、当施設の職員または他のご利用者等に対し、利用継続が困難となる程度の背信

行為または反社会的行為を行った場合 

・天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができな

い場合 

・施設の規則、契約等を遵守しない場合 
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６．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、避難階段、非常通報装置、漏電火災警報機、避難

器具、誘導灯、誘導標識、防火戸、避難口（非常口）、非常警報設備等 

・防災訓練  年２回（うち１回は消防署立会いのもと、夜間を想定して行います） 

 

７．警戒宣言発令時の対応措置 

  警戒宣言が発令された場合の対応は、次のようにいたします。 

  入所者の方の引き渡しは、保証人からのお申し出があった場合のみとします。なおその際は、施設車

での送迎はいたしかねますのでお迎えに来ていただきます。 

＊警戒宣言発令後のご予約は取り消させていただきます。 

 

８．事故発生時の損害賠償 

  当施設は、損害賠償責任保険に加入していますので、サービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合には、その規約に基づき、速やかに対応します。 

 

９．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、入所者の「営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動等、他の方に迷惑を掛けること」は禁止します。 

 

１０．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。

８：３０～１７：３０（日曜除く） 

電話０５６９－２４－０１１１ 

要望や苦情などは、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応しますが、所定の場所に備え

つけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

   他に、以下のような外部の苦情相談窓口があります。 

   ① 愛知県国民保険団体連合会介護保険室   TEL 052－971－4165 

   ② 半田市役所高齢介護課          TEL 0569－21－3111 

     阿久比町役場保険課           TEL 0569－48－1111  

     武豊町役場福祉課            TEL 0569－72－1111 

     常滑市役所福祉課            TEL 0569－35－5111 

     美浜町役場保険課            TEL 0569－82－1111 

 

１１．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


